
事業者

（代理人） 開発指導課 各課該当所管

設計図書の提出 事前相談 事前相談

出来るだけ早めに提出 ※宅地開発指導要綱においては

開発審査課の処理方針決定後

事前協議申請の提出

（正本：1部）

内容チェック

副本作成 副本提出部数の指示

会議の2週間前まで 副本の提出 副本の受領

（必要部数） 事前協議申請の受付

口頭確認 ワンストップ会議の開催通知

担当所管へ協議書送付 開催通知の受領

協議書の受領・確認

担当所管と個別協議 事業者と個別協議

（必要に応じて修正、差換え） （指導・助言）

原則

毎月第1、第3木曜日

　13:30～

担当所管と個別協議 事業者と個別協議

（協議継続の場合） （協議継続の場合）

事前協議回答書の集約 事前協議回答書の作成

※以降、各指導要綱の事前協

議、同意協議の流れと同じ

宅地開発指導要綱及び集合住宅等建築指導要綱の事前協議
ワンストップ会議のタイムスケジュール

八王子市

事前協議申請の受領

必要に応じて事前協議申請の

修正、差換え

ワンストップ会議

（口頭にて指導・助言内容の確認、協議完了・継続の確認）

結果通知書の交付・協定書の締結

事

前

相

談

期

間

事

前

協

議

期

間


